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指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に関する評価表 

（評価対象年度：令和５年度） 

＜施設概要＞ 

施設 八ケ岳少年自然の家 

施設の設置目的 恵まれた自然環境の中で，集団での宿泊生活をとおして少年の心身の健全な育成を図る 

指定期間 平成３１年（２０１９年）４月１日～令和６年（２０２４年）３月３１日 

指定管理者 株式会社レストラン・ピガール 

所管部署 教育部 社会教育課 

 

＜施設所管部署における全体総括＞ 

令和５年度は，昨年度に引き続き施設の老朽化による改修工事（受変電設備改修工事，空調設備ほか改修工事，体育館外部改修工事，防災設備改修工事）が行わ

れ，約５箇月間の臨時休業となったが，利用者への丁寧な周知を図ることで，大きな混乱もなく施設運営ができていた。 

施設の維持・管理については，施設全体の老朽化が進んでいる中で，適切な修繕を行い，建物を良好な状態に保つことができている。また，令和５年５月８日から新型コ

ロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類に変更となったが，玄関や食堂の入口，各階には引き続きアルコール消毒液を配置し，食事や入浴前には消毒の協

力を利用者にお願いするなど，感染対策を十分に行っていた。安全・安心な施設の管理運営が利用者数の増加につながったと考えられる。 

当該指定管理者における指定期間は，令和５年度をもって終了するが，全体を通じて利用者の安全管理を最優先に考えた運営ができていた。アレルギー事故が発生す

ることなく，安全な食事を提供できていた点も大いに評価する。 

総合評価 A 
総合評価基準 
以下，施設の管理運営等に関する各視点に基づく評価に対応した係数の合計で総合評価を決定する。 
 
 

 

 

 

＜係数＞ 
s→10 
a→8 
b→6 
c→4 
d→2 

＜総合評価基準＞ 
Ｓ（特に優れている）  
→42 ～ 44 (かつ各視点でc評価が無い) 
Ａ（優れている）  
→36 ～ 41(かつ各視点で d評価が無い) 
Ｂ（良好） 
→26 ～ 35 
Ｃ（要改善） 
→16 ～ 27 
Ｄ（要抜本的見直し） 
→10 ～ 15 

各視点に基づく評価の

係数合計を算出 
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＜施設の過去３箇年の主な管理実績＞ 

 

＜施設の管理運営等に関する評価（各評価区分の考え方は下段の「評価の目安」を参照）＞ 

業
務
の
実
施
体
制 

確認項目 確認欄 

業務マニュアルの整備（職員への周知含む） ☐有（更新）  ☒有  ☐無   

緊急時におけるマニュアル・連絡体制の整備（職員への周知含む） ☐有（更新）  ☒有  ☐無 

職員の育成（研修・緊急時対応等の訓練）の実施  ☒実施  ☐未実施 
＜評価におけるその他の視点＞ 
・個人情報の保護及び情報漏洩防止のための措置     ・適切な人員配置 
・職員の勤務条件・待遇における関係法令の遵守      ・適時適切な市との情報共有 
・協定書等を遵守した業務の再委託               ・業務日誌等を適切に作成・保管しているか   など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 

指定管理者と対面にて情報共有を月に１回必ず行っている。 

マニュアルについては，個人情報，消防，地震等，適正に整備されている。管理日誌，業務日誌の作成，記帳及び再委託契約書等につ

いても適正に保管されている。 

普通救命講習，防災訓練，アレルギー対応研修等について，国や東京都の研修の活用，法令遵守の考え方などを基に何度も繰り返し

研修されている。  

b 

評価の目安（b～d）  
b：マニュアル整備や研修等が適切に実施されており，その他，協定内容や関係法令等が遵守されている。 
c：マニュアル整備や研修等の実施，協定内容や関係法令等の遵守について一部改善を要する点がある。 
d：業務の実施体制について，抜本的に改善が必要なものがある。 

  

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 ３６６９人 ６９４９人 ７８８５人 

客室稼働率 ３３．８％ ４３．２％ ４７．８％ 

指定管理料（市決算額） ３０３７万５４３円 ３０９４万５３２２円 ３１４２万１２４３円 

利用料金収入 ２３０万１８００円 ４２０万２８００円 ５２８万３４００円 
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施
設
の
維
持
管
理 

確認項目 確認欄 

施設・設備についての保守点検の実施 ☒実施  ☐未実施  

施設・設備に不具合等があった場合の修繕等の実施  ☒不具合等有 （１５件（うち対応１５件）） ☐無  

備品の適切な管理（台帳との照合） ☒実施  ☐未実施  

＜評価におけるその他の視点＞ 
・利用者の安全確保対策 
・適切な衛生管理（清掃対応，感染症対策など） 
・指定管理者として必要な保険への加入 
・外構や駐車場が良好な状態に保たれ，安全に利用することができるか 
・樹木や花壇等が見栄え良く適切に管理されているか，草刈りや除草はされているかなど 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（a～d） 

寒冷地という環境の中にある建物であるが，市内の公共施設と比較しても，きれいに維持されており，メンテナンスも行われている。衛生

管理としては，利用者が利用する前には客室のテーブルやドアの金属部分を消毒するとともに，利用者が帰った後には，客室を掃除し，消

毒及び換気を徹底していた。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類に変更となった後も，玄関をはじめ食堂の入口や

各階にはアルコール消毒液を置き，建物へ入る時や食事の前，お風呂から出た時には，利用者に手のアルコール消毒の協力をお願いし

て感染対策を継続的に図っていた。 

修繕等については，浴槽内のろ過機から砂が流れ込んでいたため，浴槽内の清掃を行うとともに交換修繕を行い，移動教室における児

童の利用に当たり，衛生面の確保に努めていた点を評価する。このほか，非常用照明の修繕や浴室シャワー水栓の取替などを適切に実

施していた。また，樹木の剪定，草刈りを行うなど施設の維持，管理に努めている。このほか，臨時休業中に１５センチ以上の雪積が７日間

あったが，除雪作業を行うことにより外構や駐車場などを良好な状態に保っていた。 

b 

評価の目安（a～d） 
a：施設・設備の点検や修繕等への適切な対応に加え，先進的な対策の導入など，優れた安全対策や維持保全などが行われている。 
b：施設・設備の点検や修繕や備品管理，安全対策などをはじめ，施設の維持・管理が適切に実施されている。 
c：施設・設備の点検や修繕等の施設の維持・管理について一部改善を要する点がある。 
d：施設の維持・管理について，抜本的に改善が必要なものがある。 

  



106 

 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

確認項目 確認欄 

計画した事業（サービス）の実施 ☐計画どおり ☒一部未実施 ☐多くが未実施  

利用者数の状況（前年度比較） ☒前年比５％超増 ☐同水準（±５％）  ☐前年比５％超減 

客室稼働率の状況（前年度比較） ☒前年比５㌽超増 ☐ 同水準（±５㌽） ☐前年比５㌽超減  

新たなサービス（事業）の実施 ☐有 （ 件） ☒無 主な実施内容： 

サービスの見直し（利用方法・事業回数・時間帯等）の実施 ☐有 （ 件） ☒無 主な実施内容： 

職員の接遇態度（言葉遣い，態度，服装，問合せへの対応等） ☒優れている ☐普通 ☐要改善  

安全性に配慮した食材使用の取組 
☒有 ☐無 主な取組内容：食材は山梨県産のものをなるべく

使用，できる限り手作りし，適した調理法で調理 

食物アレルギー発症を想定した研修や訓練の実施 ☒実施  ☐未実施  

＜評価におけるその他の視点＞ 
・ホームページなどを活用した施設利用案内や事業等に関する情報提供 ・施設設置目的に沿ったサービス提供及び事業の実施 
・協定書等に基づく施設の開館日・開館時間の遵守          ・利用申請等に対する迅速な対応 
・利用者に対する附帯設備・備品等の適切な提供           ・苦情や要望等に対する適切 
・施設の利便性向上・利用促進に関する取組             ・利用者満足度アンケート調査等の結果 
・集客増に向けての取組                      ・提供するメニューの工夫  など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（s～d） 

令和５年度は，改修工事の影響により，約５箇月間臨時休業したため，計画した事業の一部が未実施となった。また，年度当初に想定し

ていなかった夏休み期間中における体育館外部改修工事が実施されたことに伴い，体育館の利用を目的とした予約者から多くのキャンセ

ルが発生したが，利用者への丁寧な周知を図ることで混乱なく対応ができていた。 

昨年度も改修工事の影響により約５箇月間の臨時休業を行ったが，利用者数については，前年度比約１３．５％増加，客室稼働率は，

前年度比４．６ポイント増加した。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類に変更となってもなお継続した感染症対策を

行っており，施設を安心・安全に管理運営していたことが利用者数増につながったと考える。 

 食事については，アレルギー対応，食材の選定など調布市の取組を理解し，食に対する安全性の意識が高く維持されている。食材は，

山梨県産の鮮度の高いものをなるべく使用し，できる限り手作りとしている。火入れをしない料理は，サラダを除き提供しないなどの取組も

行っていた。 

外国人への対応としては，案内を日本語のほか，英語，中国語での表示としている。 

a 

評価の目安（s～d） 
s：サービスの提供（施設利用，事業実施など）について，特に優れた実績がある。 
a：サービスの提供（施設利用，事業実施など）が適切に実施され，かつ，前年度実績を上回る実績が複数あるなど，優れた実績がある。 
b：サービスの提供について協定書等の内容に基づき，概ね適切に実施できている。 
c：サービスの提供について協定書等の内容に基づく対応が実施されていないものが散見され，一部改善を要する点がある。 
d：サービスの提供について，抜本的に改善が必要なものがある。 
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財
務
の
状
況 

確認項目 確認欄 

収支計画を踏まえた実績 
利用料金収入 ☒計画比＋５％超 ☐同水準（±５％）  ☐計画比－５％超 ） 

支出総額 ☐計画比＋５％超 ☒同水準（±５％）  ☐計画比－５％超 ） 

収入（指定管理料を除く）の状況（前年度比較） ☒前年比５％超増 ☐同水準（±５％） ☐前年比５％超減 ） 

収入確保や経費縮減の取組 ☐有 ☒無  主な取組内容：  

＜評価におけるその他の視点＞ 
・指定管理料の適切な管理（帳簿等の整備） 
・利用料金等に関する適切な収納及び還付事務の実施  など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（s～d） 

収支計画を踏まえた実績では，利用料金収入は，計画比で約３２％増加した。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが

５類に変更となってもなお継続した感染症対策を行っており，施設を安心・安全に管理していたことで集客の増加につながった。一方で支

出総額については，計画比約４．３％の増に抑え，物価高騰の中，経費抑制に努めることができたことを評価する。地元食材を仕入れる

ことでコスト削減にもつなげている。また，前年度比でも施設の改修工事により，令和４年度と同程度の臨時休業があったものの，利用料

金収入及び収入（指定管理料を除く）ともに増加している。 

指定管理料については，適切に帳簿等が整備され，管理されていた。 

a 

評価の目安（s～d） 
s：収支計画等に基づく適切な運営等の実施に加え，収入増加や経費縮減に関して，特に優れた対応・実績が見られる。 
a：収支計画等に基づく適切な運営等の実施に加え，収入増加や経費縮減に関して，優れた対応・実績が見られる。 
b：収支計画等に基づく適切な運営が概ね実施できている。 
c：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に一部改善を要するものがある。 
d：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に関して抜本的に改善が必要なものがある。 
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そ
の
他 

確認項目 確認欄 

地域等との連携による取組の実施 ☒実施  ☐未実施 主な実施内容：食材を地域から購入 

地域貢献活動の実施 
☒実施  ☐未実施 主な実施内容：管理人会の学校寮地区内の道路

整備，消防訓練等に参加 

＜その他評価の視点＞ 
・省エネルギー，省資源等の取組による環境への配慮  
・地元雇用の取組 
・地域経済の発展に資する取組      など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（s～d） 

その他 
例年と同様に，ボイラーの設定温度など専門家のアドバイスのもと，コストカットをしており，省エネの観点からも良い取組である。地域

経済の発展に資する取組としては，ほとんどの食材を地域から購入する，人材は積極的に地域の人を雇用するなど限られた資源，人材

の中で，地元に配慮した工夫をしている。地域貢献活動としては，管理人会の学校寮地区内の道路補修，地区内の草刈り，消防訓練等

に参加している。 

a 

評価の目安（s～d） 
s：４つの視点に関する取組以外に，地域等との連携による事業や地域貢献活動への積極的な参加などにおいて，特に優れた対応が見られる。 
a：４つの視点に関する取組以外に，地域等との連携による事業や地域貢献活動への積極的な参加などにおいて，優れた対応が見られる。 
b：地域等との連携による事業や地域貢献活動への参加などの取組が行われている。 
c：地域等との連携による事業や地域貢献活動への参加などの取組に関して一部改善を要するものがある。 
d：地域等との連携による事業や地域貢献活動への取組について，抜本的に改善が必要なものがある。 

＜指定管理者における全体総括＞ 

 

令和５年度は，老朽化への対応のための施設改修工事に伴い，約５箇月間の臨時休業となりました。昨年度に引き続いての長期間にわたる臨時休業となり，集客に当

たっては非常に厳しい事態となりました。また，年度当初に想定していなかった夏休み期間中における体育館外部改修工事が実施されたことに伴い，多くのキャンセルが

発生し，常連の利用者からはご批判を受けることもありましたが，利用者への丁寧な周知を図ることで混乱なく臨時休業に備えることができました。このような状況下におい

ても，令和５年度は前年度より９３６人増の７８８５人の利用があり，利用者数は徐々にコロナ禍前に戻ってきました。 

小学校の移動教室におけるアレルギー対応について，今年度は非常に重度の食物アレルギーのある児童の参加もありましたが，教育委員会職員が付き添いの下事故

は発生しませんでした。 

 学校給食現場で過去に発生したアナフィラキシーショックによる事故については風化させてはなりません。事前の情報の共有や当日の確認など，当社のアレルギー対応

は見方によっては煩わしいレベルの対応かもしれません。しかし，教育長から直々に話のあった，「絶対にアレルギー事故は起こしてはならない」という言葉を肝に銘じて，

これまで対応してきました。令和６年度から新しい指定管理者に変わりますが，今後も事故が起こらないような対応を要望します。 

 


